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領域Ⅱ 女性も男性もいきいきと豊かに暮らせる東京の実現 

Ⅱ－１ 働き方の見直し 

１．労働者の平均週間就業時間 

 

図表Ⅱ－１－１ 労働者の平均週間就業時間の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：平成 23（2011）年平均は、岩手県、宮城県及び福島県を除く。 

 

資料：総務省「労働力調査（基本集計）」（令和 2 年平均） 

  

平均週間就業時間は男女とも緩やかに減少している。令和 2（2020）年平均で女性は 31.3 時間、男
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２．所定外労働時間の状況 

 

図表Ⅱ－１－２ 月間所定外労働時間の状況（都・全国） 
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東京都総務局「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計調査） 」平成 31 年・令和元年（年報） 
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厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和 2 年） 
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３．週 60時間以上就業する労働者の状況 

 

図表Ⅱ－１－３－１ 週 60時間以上就業する雇用者の割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：休業者を除く非農林業就業者の数値である。 

注 2：平成 23（2011）年平均は、岩手県、宮城県及び福島県を除く。 

資料：総務省「労働力調査（基本集計）」（令和 2 年平均） 
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11.6
12.1 12.2 12.2

11.7

10.8
10.3

10.0
9.2 9.4 9.3

9.7

8.8 8.5
8.9

7.7 7.7

6.9
6.4

5.1

3.8 3.9 4.0 4.1
3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1

3.5
2.9 2.8

3.2
2.6 2.6 2.4 2.3

1.9

16.8

17.6 17.8 17.8
17.3

16.0

15.1
14.8

13.6
14.0 13.9

14.2

13.2
12.9

12.6

11.7 11.6

10.6

9.8

7.7

0

5

10

15

20

平成13

（2001）

年

平均

平成14

（2002）

年

平均

平成15

（2003）

年

平均

平成16

（2004）

年

平均

平成17

（2005）

年

平均

平成18

（2006）

年

平均

平成19

（2007）

年

平均

平成20

（2008）

年

平均

平成21

（2009）

年

平均

平成22

（2010）

年

平均

平成23

（2011）

年

平均

平成24

（2012）

年

平均

平成25

（2013）

年

平均

平成26

（2014）

年

平均

平成27

（2015）

年

平均

平成28

（2016）

年

平均

平成29

（2017）

年

平均

平成30

（2018）

年

平均

令和元

（2019）

年

平均

令和2

（2020）

年

平均

（％）

全体 女性 男性



Ⅱ 女性も男性もいきいきと豊かに暮らせる東京の実現 

46 

 

図表Ⅱ－１－３－２ 年代別週 60時間以上就業する雇用者の割合（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：休業者を除く非農林業就業者の数値である。 

注 2：平成 23（2011）年平均は、岩手県、宮城県及び福島県を除く。 

資料：総務省「労働力調査（基本集計）」（令和 2 年平均）  
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４．有業者の平日の平均通勤時間 

 

図表Ⅱ－１－４ 都道府県別に見た有業者の平日の平均通勤時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「平成 28 年社会生活基本調査」 

  

有業者の平日の平均通勤時間を都道府県別にみると、東京都は 71 分と、神奈川県、千葉県、埼玉県

に次いで 4 番目に長く、全国平均の 58 分を上回っている。 
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５．有業者の平日の平均帰宅時間 

 

図表Ⅱ－１－５ 都道府県別に見た有業者の平日の平均帰宅時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「平成 28 年社会生活基本調査」 

  

有業者の平日の平均帰宅時間は、都が男性 19 時 43 分、女性 18 時 27 分、全国が男性 19 時 31 分、

女性 17 時 59 分である。都の男性の平均帰宅時間は全国で 8 番目に遅く、女性は最も遅い。 

19 :17

19 :02

18 :46

19 :13

18 :54

18 :46

19 :01

19 :46

19 :20

19 :17

19 :51

19 :46

19 :43

19 :55

19 :19

19 :09

19 :10

19 :30

18 :55

18 :55

19 :42

19 :21

19 :40

19 :22

19 :25

19 :22

19 :46

19 :56

19 :46

19 :15

18 :56

18 :34

19 :10

19 :34

19 :17

19 :02

18 :55

19 :27

18 :42

19 :34

19 :04

19 :06

19 :24

19 :00

18 :45

18 :32

19 :19

19 :31

17 :43

17 :51

17 :55

17 :52

17 :32

18 :06

17 :44

18 :10

17 :49

18 :19

17 :57

18 :10

18 :27

18 :10

17 :43

17 :35

17 :37

18 :03

17 :32

18 :00

17 :31

17 :41

17 :38

17 :18

17 :56

18 :13

18 :11

18 :09

18 :08

17 :47

17 :59

17 :51

17 :44

18 :04

17 :11

17 :33

18 :09

17 :33

17 :26

18 :03

18 :04

18 :08

17 :40

17 :23

17 :45

18 :11

17 :57

17 :59

17時00分 18時00分 19時00分 20時00分

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

全国

男性

女性



Ⅱ 女性も男性もいきいきと豊かに暮らせる東京の実現 

49 

６．年次有給休暇の取得率 

 

図表Ⅱ－１－６ 労働者 1人平均年次有給休暇の取得率の推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：平成 12（2000）年に「賃金労働時間制度等総合調査」から名称を「就労条件総合調査」と改め、調査対象期日を 12

月末日現在から 1 月 1 日現在に変更した。 

注 2：「取得率」は、取得日数／付与日数×100（％）である。 

注 3：平成 19（2007）年以前は、調査対象を「本社の常用労働者が 30 人以上の民営企業」としており、平成 20（2008）

年から「常用労働者 30 人以上の民営企業」に範囲を拡大した。 

資料：厚生労働省「令和 2 年就労条件総合調査」 
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７．仕事、家庭生活、個人の生活の優先度（希望と現実） 

 

図表Ⅱ－１－７ 仕事、家庭生活、個人の生活の優先度（希望と現実）（都・全国） 
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資料：東京都生活文化局「男女平等参画に関する世論調査」（令和 2 年度） 
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資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年） 

  

仕事、家庭生活、個人の生活の優先度について希望と現実を聞いたところ、都では、男性、女性と

も希望では「仕事、家庭生活、個人の生活すべて」が高いものの、現実では男性は「仕事を優先」

が高く、女性は「仕事を優先」「家庭生活を優先」が高い。全国では、男性は都と同様の傾向だが、

女性は希望でも現実でも「家庭生活を優先」が最も高い。 
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1.5

1.6
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希望

現実

希望

現実

（％）

「仕事」を優先
「家庭生活」を優先
「地域・個人の生活」を優先
「仕事」と「家庭生活」をともに優先
「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先
「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先
わからない

【男性】（n=1,238）

【女性】（n=1,407）
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現実

希望

現実

（％）

仕事を優先 家庭生活を優先
個人の生活を優先 仕事と家庭生活を優先
仕事と個人の生活を優先 家庭生活と個人の生活を優先
仕事、家庭生活、個人の生活すべて わからない
無回答

【男性】（n=  919）

【女性】（n=1,053）
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８．多様な働き方に関する制度の導入状況 

 

図表Ⅱ－１－８ 多様な働き方に関する制度の有無（都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：四捨五入のため合計は必ずしも一致しない 

 

資料：東京都産業労働局「令和２年度東京都男女雇用平等参画状況調査」 

  

都内の事業所に多様な働き方に関する制度の有無についてたずねたところ、「制度あり」の割合の高

いのは、「半日や時間単位の有給休暇」83.5％、「短時間勤務制度」61.6％、「始業・終業時刻の繰上

げ・繰下げ」49.5％であった。 

単
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62.3

38.6

41.2

13.3
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2.1

3.8

1.0

4.3

3.6

3.8

2.9

3.2

3.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

短時間勤務制度

フレックスタイム制度

テレワーク制度(在宅勤務等)

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

半日や時間単位の有給休暇

所定時間外労働(残業)の免除

再雇用制度（育児・介護で退職した人を

正社員等で優先的に雇用する制度等）

育児・介護に要する経費の援助

事業所内保育所の設置

配偶者同行休業制度

勤務間インターバル制度（勤務終了か

ら次の勤務開始までの間、一定の休息

時間の確保を義務付ける制度）

（％）

制度あり 制度なし：今後導入予定あり 制度なし 無回答

制度なし制度あり
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９．企業におけるテレワークの導入状況 

 

図表Ⅱ－１－９ 企業におけるテレワークの導入状況（全国） 

＜テレワークの導入状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜テレワークの導入目的＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

テレワークを導入している企業の割合は、令和元（2019）年末時点で 20.1％である。導入の目的と

しては、「業務の効率性（生産性）の向上」68.3％、「勤務者のワークライフバランスの向上」が 46.9％、

「勤務者の移動時間の短縮・混雑回避」が 46.8％となっている。テレワーク導入企業の 83.7％は、

効果があった（「非常に効果があった」「ある程度効果があった」の合計）と認識している。 

10.8 

15.7 

19.0 

12.1 
9.6 

11.4 
9.1 

11.3 

16.1 
13.2 13.8 

19.0 20.1 

3.5 

5.2 

4.0 

3.5 

3.9 
2.9 

3.3 

3.5 

3.4 

3.3 
4.2 

7.2 

9.4 

14.3 

20.9 

23.0 

15.6 

13.5 
14.3 

12.4 

14.8 

19.5 

16.5 
18.0 

26.2 

29.5 

0

5

10

15

20

25

30

平成19

（2007）年

n=2158

平成20

（2008）年

n=2012

平成21

（2009）年

n=1834

平成22

（2010）年

n=2119

平成23

（2011）年

n=1905

平成24

（2012）年

n=2086

平成25

（2013）年
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（2018）年

n=2119

令和元

（2019）年

n=2122

（％）

導入している 導入していないが、具体的導入予定がある
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業務の効率性（生産性）の向上

勤務者のワークライフバランスの向上

勤務者の移動時間の短縮・混雑回避

長時間労働の削減

障害者、高齢者、介護・育児中の社員などへの対応

非常時（地震、台風、大雪、新型インフルエンザなど）の事業継続に備えて

人材の雇用確保・流出の防止

顧客満足度の向上

業務の創造性の向上

オフィスコストの削減

交通代替によるCO2削減等地球温暖化防止

省エネルギー、節電対策

その他

（％）

令和元（2019）年 n=480
平成30（2018）年 n=427
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＜テレワークの効果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1：テレワークとは、会社建物から離れたところに居ながら、通信ネットワークを活用することにより、あたかも会社

建物内で勤務しているような作業環境にある勤務形態のこと。具体的には、在宅勤務、モバイルワーク（営業活動

などで外出中に携帯情報端末で作業する場合）、サテライトオフィス（会社のオフィス以外のオフィスで作業する場

合）と呼ばれるもの 

注 2：調査対象は常用雇用者が 100 人以上の企業 

注 3：四捨五入のため合計は必ずしも一致しない 

 

資料：総務省「令和元年通信利用動向調査（企業編）」 

非常に

効果があった, 24.9%

ある程度

効果があった, 58.8%

あまり効果が

なかった, 0.3%

マイナスの

効果であった, 0.0%

効果はよく

分からない, 12.0%

不詳, 4.1%

(n=427)


